
当資料は確定給付企業年金オンラインサービス（以下、「オンラインサービス」といいます。）を新たに利用するご担当者がいらっ
しゃった際に、既存のご担当者にご対応いただきたい内容をまとめたものです。新規担当者への業務引継ぎにご活用ください。
なお、当資料で使用している画面は説明用画面のため、実際の画面とは一部異なる場合があります。

当資料を使用する前に、以下の３点が満たされていることをご確認ください。

（１）事業所内に共通権限が「管理者」のユーザーが存在すること
（２）新規担当者の情報（お名前・メールアドレス）が判明していること
（３）新規担当者の使用するＰＣが準備できていること

（１）が満たされていない場合、事前に「ユーザーＩＤ・クライアント証明書追加発行申請書」でのお手続きが必要となります。
お手続きの詳細は巻末の「ユーザーＩＤ･クライアント証明書関連照会専用窓口」からお問合せください。

（２）、（３）が満たされていない場合、これらが確定した後に当資料記載の対応を実施してください。

ＤＢオンラインサービス スタートアップガイド（引継ぎ・受入担当者用）２０２５年１２月改訂
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２．新規担当者用のユーザーＩＤ発行

６．旧担当者用のユーザーＩＤ停止
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＜オンラインサービスを使用しなくなるユーザーが発生する場合のみご対応ください＞

【目次】 ※項目をクリックすると解説ページへ遷移します。
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１．新規担当者のＰＣ環境確認

オンラインサービスの推奨環境（２０２５年１２月時点）は下表のとおりです。 
新規担当者が使用されるＰＣ環境が推奨範囲内であるかご確認をお願いいたします。推奨環境と異なる場合は正
しく動作しない可能性がございますので、推奨環境に合致する環境を準備いただきますようお願いいたします。

■オンラインサービスの推奨環境

ＯＳ ブラウザ Ｅｘｃｅｌ ＰＤＦリーダー

Ｗindows11
Google Chrome
Microsoft Edge

Excel2021,2024 Adobe Acrobat Reader DC

2

現在ご使用のＰＣ環境が推奨環境でない場合、以下の対応を実施してください。

①「ＯＳ」、「ブラウザ」がオンラインサービスの推奨環境に当てはまらない

②「画面解像度」が推奨環境以下

⇒恐れ入りますが、推奨環境に適合したＯＳ・ブラウザをご準備ください。
（推奨環境に合わない場合、不具合が発生する可能性がございます。）

⇒設定変更により解決することができます。
（次ページの 「画面解像度」・「ＤＰＩ」の設定を参考に設定してください。）

ブラウザ設定
画面

解像度 ＤＰＩ設定

・暗号化通信を使用すること ・JavaScript／Cookieが有効であること

・ポップアップブロックが行われないこと ・クライアント証明書がインストールできること
XGA（1024×768）以上 通常の大きさ（96dpi）

２

目次に戻る

目次に戻る



１．新規担当者のＰＣ環境確認

画面解像度が推奨環境より低い場合や、ＤＰＩ設定が「通常」または「１００％」でない場合、画面レイアウトが
正常に表示されない可能性があります。
以下の方法で画面解像度を変更できない場合、ご利用のＰＣが推奨環境の解像度に対応していない可能性が
あります。その場合は、推奨環境にあったＰＣをご準備いただきますようお願いいたします。

■「画面解像度」・「ＤＰＩ」の設定

デスクトップの何もない箇所を右クリックし、
「ディスプレイ設定」をクリックします。

１ 「拡大縮小とレイアウト」を確認し、 「テキスト、アプリ、その他
の項目のサイズを変更します」を「１００％」へ変更します。
併せて、「ディスプレイの解像度」が推奨環境（１０２４×
７６８）以上となるように変更してください。

２

３

目次に戻る

目次に戻る



ＩＤ発行申請画面から、以下のＡ～Ｆを入力し、
「決裁依頼」 管理者ユーザーで「決裁」を実施します。
※Ａ～Fの各項目に入力すべき内容は次ページにてご確認ください。

２．新規担当者用のユーザーＩＤ発行

新規担当者用のユーザーＩＤ発行申請を実施してください。
なお、共通権限の「管理者」および業務権限の「決裁者」は、事業所ごとに１名以上設定する必要があります。
既存のユーザーＩＤの権限もご確認のうえ、申請内容を決定してください。

４

トップページ左下の
１－１「ユーザー情報」
１－２「ＩＤ発行申請」
を順にクリック。

１ ２

１－１

１－2

目次に戻る

目次に戻る

C

E

F

D

A

B



２．新規担当者用のユーザーＩＤ発行

項目名 項目の詳細／入力時の注意点

A 管理番号 同一事業主で重複しない番号を入力。（１０桁まで）

B 氏名 全角で入力。

C 業務権限 手続きを進めるための役割を表す権限。 ※各権限の詳細は以下の表を参照。

D 共通権限 ユーザー情報の管理を行う権限。 ※各権限の詳細は以下の表を参照。

E メールアドレス 内容確認のため同一のメールアドレスを２回入力。

F 受取方法 「ユーザーＩＤのお知らせ」の受取方法を選択。

権限 種類 説明

業務権限

決裁者 １次処理者または２次処理者の手続き内容の決裁者

２次処理者 １次処理者の手続き内容を確認する担当者

１次処理者 各手続き（給付の事務など）を行う担当者

共通権限
管理者

ユーザー情報の管理者（担当者の手続き内容の決裁など）
※決裁および手続きを行うことができます

担当者 ユーザー情報の各種手続きを行う担当者

※業務権限と共通権限はそれぞれ独立した権限であり、任意の設定ができます。
（業務権限「決裁者」かつ、共通権限「担当者」の設定など）

※業務権限および共通権限の詳細

■ＩＤ発行申請時に入力する各項目の内容

５
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マニュアル一覧に「ＤＢオンラインサービス スタートアップガイド（新規担当者用）」が
掲載されています。

３．「スタートアップガイド（新規担当者用）」の連携

スタートアップガイド（新規担当者用）の掲載先を新規担当者へお伝えください。
スタートアップガイド（新規担当者用）は必要に応じ印刷し、新規担当者へお渡しください。

トップページ左下の
「マニュアル」をクリック。

１ ２

「ダウンロード」をクリックし、スタートアップガイドをダウンロードしてください。３

６

目次に戻る

目次に戻る



マニュアル一覧にマニュアルが掲載されています。（章ごとに分割されています）
※掲載されているマニュアルの種類はお客様のご契約内容によって異なります。

４．「オンラインサービス操作マニュアル」の連携

オンラインサービス操作マニュアルの掲載先を新規担当者へお伝えください。

トップページ左下の
「マニュアル」をクリック。

１

７

２

目次に戻る

目次に戻る



トップページ左下の「お問い合わせ」をクリックすることで、ＣＰＢＳ宛の電話番号や書類送付先を参照することが可能です。

５．「お問合せ先」確認方法の連携

ＣＰＢＳ宛のお問合せ先の確認方法を新規担当者へお伝えください。

８

１

目次に戻る

目次に戻る



ユーザー情報検索画面から「検索」をクリック。（検索条件は入力不要）

６．旧担当者用のユーザーＩＤ停止

オンラインサービスを使用しなくなるユーザーが発生する場合のみご対応ください。
旧担当者用のユーザーＩＤの停止処理を実施してください。

９

トップページ左下の
１－１「ユーザー情報」
１－２「照会・変更・再発行」を順にクリック。

１

１－１

１－2

２

オンラインサービスを使用しなくなる担当者のユーザー情報「変更」をクリック。３

「ＩＤ有効・停止状況」を“停止”へ変更し、画面右下の「決裁依頼」をクリック。
その後管理者による決裁を実行。

4
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企業年金ビジネスサービス株式会社 （略称：ＣＰＢＳ）

ユーザーＩＤ･クライアント証明書関連照会専用窓口

０１２０－９６－１５７６（通話料無料）

受付時間 月～金曜日 ９：００～１７：００（祝日、１２／３１～１／３を除く）

※事務のお手続きに関する照会先は当資料の８ページ～に記載した手順にてご確認ください。
※お電話をおかけになる際は、ご契約の証券番号がわかるものをご用意ください。


